
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事
荒
井
正
吾

奈
良
県
規
則
第
五
十
五
号

奈
良
県
行
政
組
織
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
奈
良
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
七
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
総
務
部
知
事
公
室
の
部
秘
書
課
の
項
中
「
自
動
車
係
儀
典
係
」
を
「
自
動

車
係
」
に
改
め
、
同
部
市
町
村
振
興
課
の
項
中
「
企
画
係
行
政
係
」
を
「
総
務
・
人
材
係
行
政

・
選
挙
係
」
に
改
め
、
同
部
南
部
東
部
振
興
課
の
項
中
「
南
部
東
部
振
興
課
」
を
「
美
し
い
南
部
東

部
振
興
課
」
に
、
「
総
務
係
」
を
「
総
務
係
企
画
推
進
係
」
に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

奥
大
和
地
域
協
働
事
業
推
進
係
移
住
雇
用
推
進
係

活
力
推
進
課

第
三
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
部
行
政
・
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
の
項
中
「
働
き
方
改
革
推
進
・

人
材
確
保
係
業
務
改
革
推
進
・
組
織
係
」
を
「
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
係
組
織
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
係

」
に
改
め
、
同
部
総
務
厚
生
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
共
済
組
合
係
福
利
厚
生
係
」
を
「
共
済
・
福
利

厚
生
係
」
に
改
め
、
同
部
管
財
課
の
項
中
「
管
理
係
」
を
「
管
理
係
企
画
係
」
に
改
め
、
同
表
文

化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
部
企
画
管
理
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
和
平
野
中
企
画
係

央
構
想
・
ス

タ
ー
ト
ア
ッ

プ
推
進
課

第
三
条
第
一
項
の
表
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
部
文
化
振
興
課
の
項
中
「
文
化
芸
術
力
向

上
係
み
ん
芸
祭
推
進
係
」
を
「
文
化
芸
術
力
向
上
係
」
に
改
め
、
同
部
文
化
資
源
活
用
課
の
項
中



「
文
化
資
源
係
世
界
遺
産
係
」
を
「
文
化
資
源
係
」
に
改
め
、
同
部
教
育
振
興
課
の
項
中
「
教
育

企
画
・
政
策
研
究
係
県
立
大
学
係
」
を
「
教
育
企
画
・
政
策
研
究
係
」
に
改
め
、
同
表
福
祉
医
療

部
医
療
政
策
局
の
部
地
域
医
療
連
携
課
の
項
中
「
在
宅
医
療
・
医
療
連
携
係
」
を
「
医
療
Ｄ
Ｘ
・
連

携
・
在
宅
医
療
推
進
係
」
に
改
め
、
同
部
病
院
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
の
項
中
「
南
和
医
療
・
病
院
機
構

係
」
を
「
南
和
医
療
・
病
院
機
構
係
西
和
医
療
セ
ン
タ
ー
建
設
準
備
支
援
係
」
に
改
め
、
同
部
薬

務
課
の
項
中
「
薬
事
係
振
興
係
献
血
・
薬
物
監
視
係
」
を
「
薬
業
推
進
係
販
売
指
導
係
生

産
指
導
係
」
に
改
め
、
同
表
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
の
部
企
業
立
地
推
進
課
の
項
中
「
企
業
誘

致
係
」
を
「
企
業
誘
致
係
宿
泊
施
設
誘
致
係
」
に
改
め
、
同
表
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
の
部
道
路

建
設
課
の
項
中
「
道
路
計
画
係
自
転
車
・
交
通
環
境
係
」
を
「
道
路
計
画
係
」
に
改
め
、
同
部
道

路
保
全
課
の
項
中
「
道
路
保
全
課
」
を
「
道
路
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
」
に
、
「
保
全
計
画
係
保
全
整

備
係
」
を
「
道
路
環
境
整
備
推
進
係
道
路
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
係
道
路
Ｄ
Ｘ
・
自
転
車
推
進
係
」
に

改
め
、
同
表
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
の
部
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課
の
項
中

「
市
街
地
整
備
推
進
係
大
和
平
野
中
央
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
用
地
係
」
を
「
市
街
地
整
備
推
進
係
」
に

改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

県
土
利
用
政
土
地
利
用
調
整
係
土
地
政
策
係
都
市
計
画
係
都
市
施

策
課

設
係

第
三
条
第
一
項
の
表
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
の
部
建
築
安
全
推
進
課
の
項

中
「
監
察
係
」
を
「
監
察
係
盛
土
対
応
係
」
に
改
め
、
同
表
の
備
考
中
「
総
務
部
知
事
公
室
南
部

東
部
振
興
課
」
を
「
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
及
び
総
務
部
知
事
公
室
奥
大
和
地

域
活
力
推
進
課
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
表
南
部
東
部
振
興
課
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

美
し
い
う
だ
・
ア
ニ
地
域
振
興
係
動
物
愛
護
管
理
係

南
部
東
マ
ル
パ
ー
ク

部
振
興
振
興
室

課

第
五
条
の
表
中



「

企
画
管
大
和
平
野
中
構
想
推
進
係

理
室
（
央
構
想
推
進

文
化
・
室

教
育
・

を

く
ら
し

創
造
部

に
限
る
。

）

」

「

大
和
平
施
設
整
備
推
企
画
用
地
係
施
設
整
備
係

野
中
央
進
室

構
想
・

ス
タ
ー

ト
ア
ッ

プ
推
進

課

に

文
化
資
世
界
遺
産
室
世
界
遺
産
第
一
係
世
界
遺
産
第
二
係

源
活
用

課教
育
振
大
学
設
置
準
大
学
設
置
係

興
課

備
室

」

改
め
、
同
表
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
の
項
中
「
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
誘
致
係
ガ
ス
ト
ロ
ノ
ミ
ー
ツ
ー
リ
ズ

ム
世
界
フ
ォ
ー
ラ
ム
推
進
係
」
を
「
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
誘
致
係
」
に
改
め
、
同
表
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課

の
項
及
び
同
表
備
考
１
を
削
り
、
同
表
備
考
２
中
「
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア

ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
」
を
「
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー



ク
振
興
室
」
に
改
め
、
同
表
備
考
２
を
同
表
備
考
１
と
し
、
同
表
備
考
３
を
同
表
備
考
２
と
す
る
。

第
六
条
総
務
部
の
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
の
項
中
「
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
」
を

「
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
南
部
地
域
及
び
東
部
地
域

」
を
「
南
部
・
東
部
地
域
」
に
改
め
、
同
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進

室
及
び
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室

一
県
営
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二
鳥
獣
保
護
に
関
す
る
こ
と
（
農
業
水
産
振
興
課
の
所
掌
事
務
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
。

三
犬
又
は
猫
の
飼
養
管
理
及
び
動
物
愛
護
の
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

知
事
公
室
奥
大
和
地
域
活
力
推
進
課

一
南
部
・
東
部
地
域
へ
の
移
住
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
南
部
・
東
部
地
域
の
交
流
及
び
協
働
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
総
務
部
の
部
行
政
・
人
材
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
の
項
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
行
政
事
務
の
合
理
化
及
び
能
率
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

二
職
員
の
人
材
確
保
、
人
材
育
成
及
び
人
材
活
用
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）
。

三
職
員
の
服
務
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

四
職
員
の
勤
務
時
間
そ
の
他
勤
務
条
件
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

五
組
織
及
び
定
数
に
関
す
る
こ
と
。

六
公
社
等
の
運
営
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七
奈
良
県
行
政
不
服
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
総
務
部
の
部
デ
ジ
タ
ル
戦
略
課
の
項
第
一
号
中
「
デ
ジ
タ
ル
社
会
」
を
「
地
域
デ
ジ
タ
ル

社
会
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
地
域
情
報
化
」
を
「
市
町
村
の
デ
ジ
タ
ル
化
支
援
」
に
改
め
、

同
条
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
部
企
画
管
理
室
大
和
平
野
中
央
構
想
推
進
室
の
項
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

大
和
平
野
中
央
構
想
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課

一
大
和
平
野
中
央
部
の
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
構
想
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
六
条
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
部
企
画
管
理
室
大
和
平
野
中
央
構
想
推
進
室
の
項
の
次



に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

大
和
平
野
中
央
構
想
・
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
推
進
課
施
設
整
備
推
進
室

大
和
平
野
中
央
構
想
に
係
る
拠
点
整
備
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
部
文
化
資
源
活
用
課
の
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
一

号
の
号
番
号
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

文
化
資
源
活
用
課
世
界
遺
産
室

世
界
遺
産
の
登
録
、
保
全
及
び
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
部
教
育
振
興
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

教
育
振
興
課
大
学
設
置
準
備
室

工
学
系
大
学
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
六
条
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
の
部
青
少
年
・
社
会
活
動
推
進
課
の
項
中
第
八
号
を
第
九

号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
ひ
き
こ
も
り
相
談
窓
口
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
福
祉
医
療
部
の
部
医
療
政
策
局
地
域
医
療
連
携
課
の
項
第
二
号
中
「
保
健
医
療
計
画
」
の

下
に
「
の
統
括
」
を
加
え
、
同
項
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
脳
卒
中
、
心
筋
梗
塞
等
の
心
血
管
疾
患
及
び
糖
尿
病
、
周
産
期
医
療
、
小
児
医
療
及
び
災
害

時
に
お
け
る
医
療
並
び
に
在
宅
医
療
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

五
医
療
Ｄ
Ｘ
そ
の
他
医
療
機
関
連
携
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

第
六
条
水
循
環
・
森
林
・
景
観
環
境
部
の
部
森
と
人
の
共
生
推
進
課
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号

と
し
、
第
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
森
林
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
う
ち
、
市
町
村
長
か
ら
委
託
を

受
け
た
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
の
部
観
光
局
観
光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
課
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
室
の

項
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
同
条
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
部
の
部
道
路
建
設
課
の
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、

同
部
道
路
保
全
課
の
項
中
「
道
路
保
全
課
」
を
「
道
路
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
課
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の

二
号
を
加
え
る
。

五
自
転
車
利
用
施
策
に
関
す
る
こ
と
。



六
道
路
イ
ン
フ
ラ
に
お
け
る
Ｄ
Ｘ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
の
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課
県
土
利
用

政
策
室
の
項
中
「
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課
県
土
利
用
政
策
室
」
を
「

地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
県
土
利
用
政
策
課
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
土
地
の
管
理
と
利
用
に
係
る
施
策
に
関
す
る
企
画
、
調
整
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
の
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課
県
土
利
用

政
策
室
の
項
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
各
種
開
発
事
業
等
に
係
る
土
地
利
用
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

を
除
く
。
）
。

第
六
条
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
の
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
建
築
安
全
推
進
課
の
項
第
二
号
中
「

及
び
宅
地
造
成
等
規
制
」
を
削
り
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
奈
良
県
自
治
研
修
所
の
項
中
「
奈
良
県
自
治
研
修
所
」
を
「
奈
良
県
キ
ャ
リ
ア
・
ワ
ー

ク
・
サ
ク
セ
ス
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
項
所
掌
事
務
の
欄
中
「
能
力
開
発
」
を
「
人
材
育
成
」
に

改
め
、
同
表
奈
良
県
文
化
会
館
か
ら
な
ら
歴
史
芸
術
文
化
村
ま
で
の
項
中

「

一
会
館
の
管
理
運
営
に

関
す
る
こ
と
。

「

二
県
民
の
文
化
振
興
事

会
館
の
管
理
運
営
に
関
す

を
に
、

業
に
関
す
る
こ
と
。

る
こ
と
。

三
文
化
情
報
の
収
集
及

」

び
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

」

「

「
二
文
化
芸
術
に
関
す
る

二
文
化
芸
術
に
関
す
る

対
話
、
交
流
及
び
体
験

対
話
、
交
流
及
び
体
験

を
通
じ
た
知
的
好
奇
心

を
通
じ
た
知
的
好
奇
心

の
喚
起
及
び
豊
か
な
人



の
喚
起
及
び
豊
か
な
人

間
性
の
は
ぐ
く
み
に
関

を
に
改
め
、
同
表
奈
良
県

間
性
の
は
ぐ
く
み
に
関

す
る
こ
と
（
他
課
の
所

す
る
こ
と
（
他
課
の
所

掌
に
属
す
る
も
の
を
除

掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

く
。
）
。

三
文
化
芸
術
に
関
す
る

」
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。

」

障
害
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
で
の
項
中
「
、
就
労
継
続

支
援
」
を
削
り
、
同
表
奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
及
び
奈
良
県
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
ア
カ
デ
ミ
ー
の
項

中

「

五
森
林
経
営
管
理
制
度

「
の
実
行
及
び
指
導
に
関

五
森
林
経
営
管
理
制
度

す
る
こ
と
。

の
実
行
及
び
指
導
に
関

を
六
奈
良
県
フ
ォ
レ
ス
タ

に
改
め
、
同
表
奈
良
県

す
る
こ
と
。

ー
を
派
遣
す
る
市
町
村

」
の
森
林
環
境
の
維
持
向

上
に
関
す
る
こ
と
。

」

北
部
農
業
振
興
事
務
所
か
ら
奈
良
県
南
部
農
林
振
興
事
務
所
ま
で
の
項
中

「

六
林
業
の
振
興
に
関
す

「
る
こ
と
。

六
林
業
の
振
興
に
関
す

七
総
合
庁
舎
の
維
持
及

を
に
改
め
、
同
表
奈
良
県

る
こ
と
。

び
管
理
に
関
す
る
こ
と

」
（
南
部
農
林
振
興
事
務

所
に
限
る
。
）
。

」

奈
良
土
木
事
務
所
か
ら
奈
良
県
五
條
土
木
事
務
所
ま
で
の
項
中
「
（
郡
山
土
木
事
務
所
の
」
を
「
（

郡
山
土
木
事
務
所
及
び
宇
陀
土
木
事
務
所
の
」
に
改
め
、
「
吉
野
郡
東
吉
野
村
」
の
下
に
「
、
県
道



吉
野
室
生
寺
針
線
の
う
ち
奈
良
市
の
区
域
」
を
加
え
る
。

「

奈
良
県
キ

「
キ
ャ
リ
ア

ャ
リ
ア
・

自
治
研
修

・
ワ
ー
ク

別
表
第
二
自
治
研
修
所
の
項
中

研
修
課

を
ワ
ー
ク
・

所
サ
ポ
ー
ト

サ
ク
セ
ス

」
課

セ
ン
タ
ー

に
改
め
、
同
項
所
掌
事
務
の
欄
研
修
課
の
款
中
「
研
修
課
」
を
「
キ
ャ
リ
ア
・
ワ
ー
ク
サ
ポ
ー

」

ト
課
」
に
改
め
、
同
款
第
三
号
中
「
能
力
開
発
」
を
「
人
材
育
成
」
に
改
め
、
同
表
奈
良
県
文
化
会

館
の
項
課
の
名
称
の
欄
中
「
業
務
課
」
を
「
業
務
・
管
理
課
」
に
改
め
、
「
管
理
課
」
を
削
り
、
同

項
所
掌
事
務
の
欄
業
務
課
の
款
中
「
業
務
課
」
を
「
業
務
・
管
理
課
」
に
改
め
、
同
款
中
第
二
号
を

削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
会
館
の
施
設
及
び
設
備
の
保
守
及
び
操
作
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
文
化
会
館
の
項
所
掌
事
務
の
欄
業
務
課
の
款
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
同
欄

管
理
課
の
款
を
削
り
、
同
表
第
二
な
ら
歴
史
芸
術
文
化
村
の
項
所
掌
事
務
の
欄
事
業
推
進
課
の
款
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

事
業
推
進
課

一
歴
史
文
化
資
源
の
継
承
及
び
活
用
並
び
に
芸
術
文
化
活
動
の
振
興
に
係
る
事
業
に
関
す
る
こ

と
。

二
な
ら
歴
史
芸
術
文
化
村
で
実
施
す
る
文
化
芸
術
に
関
す
る
事
業
に
係
る
調
査
研
究
を
行
う
こ

と
。

別
表
第
二
奈
良
県
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー
の
項
所
掌
事
務
の
欄
森
林
管
理
市
町
村
連
携
課
の
款
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。



四
奈
良
県
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
を
派
遣
す
る
市
町
村
の
森
林
環
境
の
維
持
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
立
高
等
技
術
専
門
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

企
画
課

一
所
内
に
お
け
る
人
事
、
予
算
、
決
算

そ
の
他
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二
奈
良
・
高
田
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
事

奈
良
県
奈

業
の
企
画
及
び
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

良
し
ご
と

企
画
課

三
職
業
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

ｉ
セ
ン
タ

四
職
業
の
情
報
提
供
に
関
す
る
こ
と
。

ー

五
県
内
企
業
へ
の
人
材
紹
介
に
関
す
る

こ
と
。

六
内
職
の
あ
つ
旋
に
関
す
る
こ
と
。

七
そ
の
他
就
労
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
二
奈
良
県
北
部
農
業
振
興
事
務
所
か
ら
奈
良
県
南
部
農
林
振
興
事
務
所
ま
で
の
項
所
掌
事

務
の
欄
総
務
企
画
課
の
款
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
総
合
庁
舎
の
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
（
南
部
農
林
振
興
事
務
所
に
限
る
。
）
。

別
表
第
二
な
ら
食
と
農
の
魅
力
創
造
国
際
大
学
校
の
項
所
掌
事
務
の
欄
総
務
企
画
課
の
款
第
一
号

中
「
決
算
」
の
下
に
「
、
企
画
調
整
」
を
加
え
、
同
欄
ア
グ
リ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
科
の
款
第
三
号
中

「
学
生
」
の
下
に
「
の
授
業
」
を
加
え
る
。

（
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
南
部
東
部
振
興
監
、
危
機
管
理
監
及
び
政
策
統
括
官
」
を
「
政
策
統
括
官
、

南
部
東
部
振
興
監
及
び
危
機
管
理
監
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
又
は
課
の
室
」
を
「
、
課
の
室

又
は
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
の
部
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
九
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
二
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰

り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２
政
策
統
括
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
別
に
定
め
る
事
務
を
掌
理
し
、
当
該
事
務
を
担
任
す
る



職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
の
所
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
の
事
務

15を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
七
条
中
第
十
六
項
を
第
十
九
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
を
三
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、

第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

６
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
に
置
く
課
長
又
は
室
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
産
業
振
興
総
合
セ
ン

タ
ー
の
課
又
は
室
の
事
務
を
整
理
す
る
。

７
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
に
置
く
統
括
主
任
研
究
員
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
担
任
事
務
を
整
理

す
る
。

第
七
条
第
三
項
中
「
参
事
」
の
下
に
「
又
は
会
計
指
導
官
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、

同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
に
置
く
部
長
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
の
部

の
事
務
を
掌
理
す
る
。

別
表
第
一
自
治
研
修
所
の
項
中
「
自
治
研
修
所
」
を
「
キ
ャ
リ
ア
・
ワ
ー
ク
・
サ
ク
セ
ス
セ
ン
タ

ー
」
に
改
め
、
同
表
文
化
会
館
の
項
中
「
、
副
館
長
」
を
削
り
、
同
表
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
の
項
中

「
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
」
を
「
奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
所
長
」
の
下
に
「
、
課
長

」
を
加
え
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

高
田
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー

所
長

（
奈
良
県
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
奈
良
県
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
一
の
項
第
二
欄
第
二
号
中
「
自
治
研
修
所
」
を
「
キ
ャ
リ
ア
・
ワ
ー
ク
・
サ
ク
セ
ス
セ

ン
タ
ー
」
に
改
め
、
「
副
館
長
及
び
」
を
削
り
、
同
欄
第
三
号
中
「
自
治
研
修
所
」
を
「
キ
ャ
リ
ア

・
ワ
ー
ク
・
サ
ク
セ
ス
セ
ン
タ
ー
」
に
、
「
及
び
高
等
技
術
専
門
校
」
を
「
、
高
等
技
術
専
門
校
及

び
奈
良
し
ご
と
ｉ
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
課

の
課
長
、
室
長
、
参
事
、
主
幹
、
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐
若
し
く
は
係
長
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該

課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
者
で
、
別
に
辞
令
の
発
せ
ら
れ
な
い
も
の
は
、
施
行
日
に
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
課
の
課
長
、
室
長
、
参
事
、
主
幹
、
課
長
補
佐
、
室
長
補
佐
若
し
く
は
係
長

に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該
課
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課

総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課

総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
奥
大
和
総
務
部
知
事
公
室
奥
大
和
地
域
活
力
推
進
課

移
住
・
交
流
推
進
室

総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課

ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室

う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室

県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
道
路
保
全
課

県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
道
路
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

課

県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進

局
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課
県
土
利
用
政
策
局
県
土
利
用
政
策
課

室

３
施
行
日
の
前
日
に
奈
良
県
自
治
研
修
所
の
所
長
若
し
く
は
課
長
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該
所
に
勤

務
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
者
で
、
別
に
辞
令
の
発
せ
ら
れ
な
い
も
の
は
、
施
行
日
に
奈
良
県
キ
ャ
リ
ア

・
ワ
ー
ク
・
サ
ク
セ
ス
セ
ン
タ
ー
の
所
長
若
し
く
は
課
長
に
補
せ
ら
れ
、
又
は
当
該
セ
ン
タ
ー
に
勤

務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

４
技
能
労
務
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
三
項
中
「
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室

」
を
「
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
」
に
改
め
る
。



（
奈
良
県
予
算
規
則
の
一
部
改
正
）

５
奈
良
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
、
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
奥

大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
、
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室

」
を
「
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
、
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課

う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
、
総
務
部
知
事
公
室
奥
大
和
地
域
活
力
推
進
課
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

６
自
動
車
の
管
理
及
び
使
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
五
月
奈
良
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
南
部
東
部
振
興
課
」
を
「
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
及
び
奥
大
和
地
域
活
力

推
進
課
」
に
改
め
、
「
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
、
」
を
削
る
。

（
奈
良
県
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

７
奈
良
県
庁
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
六
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
の
表
本
庁
庁
舎
（
議
会
棟
並
び
に
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
奥
大
和
移
住
・
交

流
推
進
室
が
所
管
す
る
奥
大
和
移
住
定
住
交
流
セ
ン
タ
ー
、
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う

だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
、
産
業
・
観
光
・
雇
用
振
興
部
産
業
振
興
総
合
セ
ン
タ
ー
及
び
警
察

本
部
の
用
に
供
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
そ
の
構
内
の
項
中
「
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興

課
奥
大
和
移
住
・
交
流
推
進
室
が
所
管
す
る
奥
大
和
移
住
定
住
交
流
セ
ン
タ
ー
、
総
務
部
知
事
公
室

南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
」
を
「
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振

興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
、
総
務
部
奥
大
和
地
域
活
力
推
進
課
が
所
管
す
る
奥
大
和
移

住
定
住
交
流
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
、
同
表
分
庁
舎
（
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
奥
大
和
移

住
・
交
流
推
進
室
が
所
管
す
る
奥
大
和
移
住
定
住
交
流
セ
ン
タ
ー
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
そ
の
構
内
の
項
及
び
分
庁
舎
（
総
務
部
知
事
公
室
南
部
東
部
振
興
課
う
だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク

振
興
室
の
用
に
供
す
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
そ
の
構
内
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

分
庁
舎
（
総
務
部
南
部
東
部
振
興
監
総
務
部
知
事
公
室
美
し
い
南
部
東
部
振
興
課
う

知
事
公
室
美
し
い

だ
・
ア
ニ
マ
ル
パ
ー
ク
振
興
室
長

南
部
東
部
振
興
課



う
だ
・
ア
ニ
マ
ル

パ
ー
ク
振
興
室
の

用
に
供
す
る
部
分

に
限
る
。
）
及
び

そ
の
構
内

分
庁
舎
（
総
務
部
南
部
東
部
振
興
監
総
務
部
知
事
公
室
奥
大
和
地
域
活
力
推
進
課
長

知
事
公
室
奥
大
和

地
域
活
力
推
進
課

が
所
管
す
る
奥
大

和
移
住
定
住
交
流

セ
ン
タ
ー
の
用
に

供
す
る
部
分
に
限

る
。
）
及
び
そ
の

構
内

「

文
化
・
教

し
創
造
部

「
政
策
統
括

文
化
・
教
育
・
く
ら
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
企
画

平
野
中
央

別
表
中

を

し
創
造
部
長
室

管
理
室
長

タ
ー
ト
ア

」
国
民
ス
ポ

・
全
国
障

ー
ツ
大
会

当
）
室

育
・
く
ら
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
企
画



長
室

管
理
室
長

官
（
大
和
大
和
平
野
中
央
構
想
・
ス
タ
ー
ト
ア

構
想
・
ス
ッ
プ
推
進
課
長

に
、
「
政
策
統
括
官
室
」
を
「
政
策
統
括
官

ッ
プ
推
進
、

ー
ツ
大
会

害
者
ス
ポ

準
備
等
担

」

（
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
、
リ
ニ
ア
推
進
・
地
域
交
通
対
策
、
大
規
模
広
域
防
災
拠
点
整

備
担
当
）
室
」
に
改
め
る
。

（
史
跡
等
整
備
活
用
補
助
金
選
定
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正
）

８
史
跡
等
整
備
活
用
補
助
金
選
定
審
査
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
長
」
を
「
文
化
・
教
育
・

く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
世
界
遺
産
室
長
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
」
を
「
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創

造
部
文
化
資
源
活
用
課
世
界
遺
産
室
」
に
改
め
る
。

（
文
化
資
源
活
用
補
助
金
選
定
審
査
会
規
則
の
一
部
改
正
）

９
文
化
資
源
活
用
補
助
金
選
定
審
査
会
規
則
（
平
成
二
十
八
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
九
十
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
長
」
を
「
文
化
・
教
育
・

く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
世
界
遺
産
室
長
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
「
文
化
・
教
育
・
く
ら
し
創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
」
を
「
文
化
・
教
育
・
く
ら
し

創
造
部
文
化
資
源
活
用
課
世
界
遺
産
室
」
に
改
め
る
。

（
奈
良
県
土
地
価
格
判
定
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
土
地
価
格
判
定
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一

10部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
号
中
「
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課
県



土
利
用
政
策
室
」
を
「
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
県
土
利
用
政
策
課
」
に
改
め

る
。

（
奈
良
県
地
価
調
査
委
員
会
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
地
価
調
査
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を

11次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
ま
ち
づ
く
り
連
携
推
進
課
県
土
利
用

政
策
室
」
を
「
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
地
域
デ
ザ
イ
ン
推
進
局
県
土
利
用
政
策
課
」
に
改
め
る
。
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